
　
３

　
実

施
内

容
　

本
工

事
は

、
大

村
駐

屯
地

１
３

７
号

建
物

１
階

便
所

給
排

水
管

改
修

及
び

小
便

器
（

４
台

）
の

移
設

を
実

施
す

る
。

　
　

　
そ

の
他

の
発

生
材

は
、

請
負

業
者

の
負

担
に

お
い

て
駐

屯
地

外
へ

搬
出

し
、

適
正

に
処

分
し

て
産

業
廃

棄
物

管
理

票
（

Ｅ
票

）
　

（
9）

 本
工

事
に

よ
り

発
生

し
た

金
属

発
生

材
に

つ
い

て
は

、
発

生
材

調
書

を
作

成
の

上
、

監
督

官
の

指
示

す
る

場
所

に
集

積
す

る
。

　
（

3）
 本

工
事

の
施

工
に

あ
た

り
、

仕
様

書
と

図
面

あ
る

い
は
現

地
に

お
い

て
、

疑
義

、
相

違
及

び
不

明
な

点
が

生
じ

た
場

合
は

、
　

　
　

監
督

官
と

協
議

し
、

そ
の

指
示

に
従

う
も

の
と

す
る

。

図
面
番
号

件
　

　
名

図
面

名
称

作
成
年
月
日

陸
上

自
衛

隊
　

大
村

駐
屯

地
業

務
隊

　
管

理
科

　
２

　
工

事
場

所
　

長
崎

県
大

村
市

西
乾

馬
場

町
４

１
６

　
　

　
　

　
　

仕
　

　
　

様
　

　
　

書

　
４

　
一

般
共

通
事

項

　
　

　
　

国
土

交
通

省
大

臣
官

房
官

庁
営

繕
部

監
修

『
公

共
建

築
工

事
標

準
仕

様
書

（
機

械
設

備
工

事
）

』
　

　
　

　
国

土
交

通
省

大
臣

官
房

官
庁

営
繕

部
監

修
『

公
共

建
築
改

修
工

事
標

準
仕

様
書

（
機

械
設

備
工

事
）

』

仕
様

書
・

案
内

図
・

配
置

図
・

平
面

図

縮
　

　
尺

図
示

　
（

2）
 本

工
事

は
、

本
仕

様
書

・
図

面
に

よ
る

ほ
か

、
用

語
の
定

義
に

つ
い

て
は

、
以

下
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

施
工

場
所

：
便

所

U
P

U
P

Ｅ
Ｖ

U
P

ホ
ー

ル

光
　

　
庭

便
　
所

１
３

７
号

建
物

１
階

平
面

図
　

S
=1

/50
0

3

1
4
2

正
門

1
3
7

Ｎ

大
村

駐
屯

地
配

置
図

　
S
=N

ON 
SC

ALE

長
崎

空
港

大湾 村

大
村

市
役

所

竹
松

駅

至
長

崎

Ｎ
至

佐
世

保
・

佐
賀

長
崎

自
動

車
道

Ｊ
Ｒ

大
村

線

国
道

３
４

号
線

大
村

駅
大

村
駐

屯
地

大
村

駐
屯
地

案
内

図
　

S
=N

ON 
SC

AL
E

工
事

建
物

排
水

マ
ン
ホ

ー
ル

凡
例

工
事

建
物

　
（

4）
 請

負
者

は
施

工
に

あ
た

り
、

諸
法

規
を

遵
守

す
る

と
と
も

に
、

そ
の

運
営

及
び

適
用

は
請

負
者

の
負

担
と

責
任

に
お

い
て

実
　

　
　

施
す

る
。

　
（

5）
 写

真
は

、
施

工
前

、
完

成
後

、
各

工
程

毎
及

び
材

料
搬
入

状
況

等
を

撮
影

し
、

写
真

帳
（

Ａ
４

）
に

整
理

し
て

提
出

す
る

。

　
（

6）
 工

事
場

所
及

び
指

定
さ

れ
た

場
所

以
外

の
無

断
立

入
り
及

び
写

真
撮

影
は

禁
止

す
る

。
　

（
7）

 請
負

者
は

、
現

場
代

理
人

を
指

名
し

関
係

法
令

に
従

っ
て

現
場

の
管

理
に

当
た

ら
せ

、
関

係
者

の
監

督
及

び
火

災
・

盗
難

等

　
　

　
の

災
害

防
止

に
十

分
な

注
意

を
払

わ
せ

る
と

と
も

に
、

現
場

に
お

い
て

は
常

に
整

理
整

頓
を

行
う

。
　

（
8）

 本
工

事
に

使
用

す
る

材
料

は
、

再
使

用
品

を
除

き
全

て
新

品
と

し
、

カ
タ

ロ
グ

等
を

提
出

し
承

認
を

受
け

、
合

格
品

の
み

を

　
　

　
使

用
す

る
。

　
　

　
の

写
し

を
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

　
(1

0) 
 請

負
者

ま
た
は

現
場

代
理

人
は

、
契

約
後

速
や

か
に

作
業

実
施

日
を

監
督

官
と

調
整
し

、
工

程
表

等
を

作
成

し
て

監
督

官
に

 　
　

 提
出

す
る

。

 （
1
1）

 本
設

計
図

書
に

記
載

さ
れ

た
寸

法
は

、
設

計
寸

法
・

数
量

で
あ

り
、

施
工

に
際

し
て

は
、

原
寸

等
を

確
認

し
施

工
す

る
。

 （
1
2）

 本
工

事
の

施
工

に
当

た
り

、
請

負
者

が
下

請
業

者
を

選
任

す
る

場
合

は
、

監
督

官
の

示
す

様
式

に
て

施
工

体
制

台
帳

を
提

出

　
　

　
す

る
も

の
と

す
る

。
  

(1
3)　

本
工

事
に

お
い

て
官

側
の

電
気

・
水

道
を

使
用

し
た

場
合

、
請

負
業

者
は

メ
ー

タ
ー

を
設

置
し

、
そ

の
使

用
料

を
負

担
す

る

　
　

　
も

の
と

す
る

。
　

５
　

特
記

事
項

１
３

７
号

建
物

１
階

便
所

排
水

管
等

改
修

工
事

2
／

5

  
  

  す
る

。
ま

た
、

配
管

切
断

付
近

に
付

着
し

て
い

る
尿

石
を
高

圧
洗

浄
等

で
除

去
す

る
も

の
と

す
る

。

　
１

　
件

　
　

名
　

１
３

７
号

建
物

１
階

便
所

排
水

管
等

改
修

工
事

　
（

1）
 本

仕
様

書
は

、
陸

上
自

衛
隊

大
村

駐
屯

地
で

実
施

さ
れ
る

「
１

３
７

号
建

物
１

階
便

所
排

水
管

等
改

修
工

事
」

に
摘

要
す

る
。

 　
(
1) 

 汚
水

管
は

リ
サ

イ
ク

ル
硬

質
ポ

リ
塩

化
ビ

ニ
ル

発
泡

三
層

管
（

JI
S 

K 9
79

8）
を

使
用

し
、

既
設

配
管

と
接

続
す

る
も

の
と

  
 (

2)　
排

水
管

の
保

温
に

つ
い

て
は

、
グ

ラ
ス

ウ
ー

ル
保

温
材
（

Ｃ
2 （

ロ
）

Ⅶ
）

を
使

用
す

る
も

の
と

す
る

。
  

 (
3)　

配
管

工
事

前
に

地
下

ピ
ッ

ト
内

排
水

管
が

漏
水

し
て

い
る

た
め

、
水

中
ポ

ン
プ

で
汲

み
上

げ
、

１
３

７
号

建
物

横
に

あ
る

マ

  
 (

4)　
小

便
器

の
壁

中
に

あ
る

既
設

排
水

管
は

埋
め

殺
し

と
し
、

1
00m

mを
基

準
に

小
便

器
を

移
設

す
る

も
の

と
す
る

。

　
　

　
ン

ホ
ー

ル
（

大
村

駐
屯

地
配

置
図

参
照

）
へ

排
水

す
る

。
そ

の
際

、
洗

浄
及

び
消

毒
作

業
（

次
亜

塩
素

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

を
使

用
）

　
　

　
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

施
工

後
、

１
階

便
所

内
も

同
様

に
洗

浄
及

び
消

毒
作

業
を

す
る

も
の

と
す

る
。

4
.
 
9
.
　

5


